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昭
和
六
十
一
年
四
月
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七
日
提
出 

質

問
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一
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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一 

 



 

去
る
昭
和
五
十
九
年
十
月
に
防
衛
庁
が
公
表
し
た
有
事
法
制
研
究
（
第
二
分
類
）
の
中
間
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
現 

 
 

行
自
衛
隊
法
に
お
い
て
は
、
他
省
庁
所
管
の
法
令
に
つ
い
て
、
特
例
や
適
用
除
外
の
規
定
が
あ
り
、
自
衛
隊
の
任 

 
 

務
遂
行
に
必
要
な
法
制
の
骨
幹
は
、
整
備
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
私
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
自 

 
 

 

衛
隊
法
以
外
の
法
令
の
中
に
も
、
自
衛
隊
や
有
事
の
際
の
特
例
や
適
用
除
外
の
規
定
を
も
つ
法
令
が
い
く
つ
も
存 

 
 

在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
有
事
法
制
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ 

 
 

 

う
し
た
も
の
の
全
貌
を
解
明
す
る
た
め
、
現
行
の
す
べ
て
の
法
律
、
政
令
、
府
令
、
省
令
に
つ
い
て
、
次
の
各
規 

 
 

 

定
を
も
つ
法
令
の
名
称
及
び
そ
の
条
名
を
、
所
管
省
庁
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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在
日
米
軍
に
関
す
る
規
定 

1 

自
衛
隊
に
関
す
る
規
定 

緊
急
事
態
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質
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三 
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3 
緊
急
事
態
に
関
す
る
規
定 

4 

非
常
事
態
に
関
す
る
規
定 

5 

「
戦
時
又
は
事
変
」
に
関
す
る
規
定 

6 

天
災
事
変
に
関
す
る
規
定 

7 

災
害
に
関
す
る
規
定 

右
質
問
す
る
。 


